
 

 

令和４年 12 月６日 

 新型コロナウイルス感染症三次市対策本部 

 

 

 

 

 

 

ニュースリリース 

「新型コロナウイルス感染症三次市対策本部」第48回会議の開催について

 新型コロナウイルス感染症三次市対策本部第 48 回会議を，次のとおり書面により開

催しましたのでお知らせします。 

  

■ 日時 令和４年12月５日（月） 

                          

  ■ 議題 新型コロナウイルス感染拡大防止に係る市の対応について 

 

  ※ 新型コロナウイルス感染拡大防止のための広島県の対処方針の改正を踏ま

え，12 月６日以降の市の対応について審議し，決定しました。 

 

  【添付資料】 

・ 新型コロナウイルス感染拡大防止に係る市の対応について 

・ 新型コロナウイルス感染拡大防止に係る市の対応の見直しについて 

・ 

三次市 危機管理監 危機管理課 （担当／伊藤） 

電話番号：0824-62-6265  FAX番号：0824-62-2951 

Ｅ-mail：kikikanri@city.miyoshi.hiroshima.jp 

三次市 福祉保健部 健康推進課 （担当／坂井） 

電話番号：0824-62-6294  FAX番号：0824-62-6382 

Ｅ-mail：kenko@city.miyoshi.hiroshima.jp 

〒728-8501 広島県三次市十日市中二丁目８番1号 
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新型コロナウイルス感染症に係る市の対応について 

 

令和４年１２月６日 

新型コロナウイルス感染症三次市対策本部 

 

令和４年１２月２日に開催された新型コロナウイルス感染症広島県対策本部員会議

において，新型コロナウイルス感染拡大防止のための広島県の対処方針が変更された

ことを踏まえ，１２月６日から次のとおり取り組むものとする。 

なお，感染の状況や国・県の対応等を踏まえ，適宜見直すものとする。 

 

１ 市民及び事業者への呼びかけ 

  国及び県が，新たな行動制限は行わず，感染の拡大をできるだけ抑え，医療で受け

止めながら，社会経済活動を維持することを基本方針としていることを踏まえ，市

民及び事業者に対し，特に次の事項を呼びかける。 

 ⑴ 普段の生活や事業所における基本的な感染防止対策について引き続き徹底する

とともに，高齢者や基礎疾患のある方等の重症化リスクの高い方を守る行動をと

ること。 

 ⑵ 症状がなくても感染の不安があれば，速やかに検査を受けることとするが，高

齢者や基礎疾患のある方等を除いては，医療機関に検査を求めることを控え，県

の PCR センターや市販の抗原定性検査キットにより医療機関以外で検査を行い，

陽性であれば自宅等で療養するとともに療養期間を守り，外出を自粛すること。 

⑶ 飲食については，県が認証する「広島積極ガード店ゴールド」店の利用を推奨す

ること。 

⑷ エアロゾル感染に対応した適切，定期的な屋内の換気を行うとともに，こまめに

手洗いを行うこと。 

⑸ 帰省等で高齢者や基礎疾患のある者と会う際は，県のＰＣＲセンターや市販の

抗原定性検査キットにより医療機関以外で事前の検査を行うこと。 

⑹ 日頃から健康の保持，増進に気を付け，発熱等の症状がある場合は，軽症であっ

ても出勤や登校，登園を含め，外出，移動を控え，状況に応じてかかりつけ医で対

応すること。 

⑺ 事業者は，職場，店舗等における業種別ガイドラインを実践し，感染対策に取り

組むとともに，発熱等の症状のある従業員の出勤を控えることを徹底すること。ま

た，医療機関のひっ迫を防ぐため，検査の実施はあくまでも医師の判断となること

を理解し，医療機関に陰性証明を求めないこと。 

⑻ 高齢者施設等では，市販の抗原定性検査キット等による従業員の頻回検査など

により，感染を持ち込まない取組を行うとともに，クラスター発生に備え，平時か

ら準備（医療支援の体制確保，業務継続体制の確保，感染者の周囲への一斉検査の



実施等）を行うこと。 

⑼ 季節性インフルとの同時流行等に備え，抗原定性検査キットや解熱鎮痛薬等の

備蓄を行うこと。 

 

２ 市の施設における感染防止対策と市主催イベントの取扱い 

「広島県におけるイベントの開催条件について」や県対処方針を遵守し，感染防

止対策を徹底する。（市が管理する施設については，屋外・屋内を問わず，業種別

のガイドラインを遵守し，施設毎に感染防止対策を徹底した上で運営する。） 

 

３ ワクチン接種の推進 

  重症化を予防し，医療のひっ迫を防ぐ有効な手段であるワクチン接種について，

若年層を含めた更なる接種率の向上に向けて，引き続き，ワクチン接種の効果等に

ついてわかりやすい周知を図り，ワクチン接種を迅速かつ着実に進める。 



新型コロナウイルス感染症に係る市の対応の見直しについて 

 

令和４年 12 月６日 

新型コロナウイルス感染症三次市対策本部 

 

１ 趣旨 

これまでの感染拡大を超える感染者数が生じて，季節性インフルエンザと同時流

行しても，オミクロン株と同程度の感染力・病原性の変異株による感染拡大であれ

ば， 

・ 新たな行動制限は行わず，社会経済活動を維持 

・ 高齢者等を守ることに重点を置いて感染防止策を講じる 

・ 同時流行も想定した外来等の保健医療体制を準備 

という国及び広島県の考え方を踏まえ，感染の拡大をできるだけ抑えるための必

要な対策を講じていくこととする。 

 

２ 市民及び事業者への呼びかけ 

 □ 感染防止対策 

・ これまでの継続的な対策とあわせ，エアロゾル感染に対応した適切，定期的

な屋内の換気，こまめな手洗いの徹底 

・ 高齢者や基礎疾患のある方等の重症化リスクの高い方を守る行動 

□ 感染の不安がある場合（無症状） 

・ 県のＰＣＲセンターの利用や抗原定性検査キットによるセルフチェック 

※ 検査による医療機関のひっ迫を防ぐため，高齢者や基礎疾患のある方等を

除いては，県のＰＣＲセンター，抗原定性検査キットを利用 

 ・ 陽性であれば自宅等で療養するとともに療養期間を守り，外出を自粛 

  発熱等の症状がある場合 

・ 軽症であっても出勤や登校，登園を含め，外出，移動の自粛 

・ 子ども，高齢者等重症化リスクの高い方は，状況に応じてかかりつけ医で対応 

・ 事業者は，職場，店舗等における業種別ガイドラインを実践し，感染対策に取

り組むとともに，発熱等の症状のある従業員の出勤を控えることを徹底 

□ 飲食 

・ 県が認証する「広島積極ガード店ゴールド」店の利用を推奨 

 □ 季節性インフルとの同時流行等への備え 

・ 抗原定性検査キットや解熱鎮痛薬等の備蓄 



３ 市の施設における感染防止対策と市主催イベントの取扱い 

これまでどおり「広島県におけるイベントの開催条件について」や県対処方針を遵

守し，感染防止対策を徹底（市が管理する施設については，屋外・屋内を問わず，業

種別のガイドラインを遵守し，施設毎に感染防止対策を徹底した上で運営） 

 

４ ワクチン接種の推進 

重症化を予防し，医療のひっ迫を防ぐ有効な手段として，若年層を含めた更なる接

種率の向上に向けた取り組みを推進 

 


